
No. ご意見等 事務局及び委員からの回答 計画書該当箇所

1

整備が完了した前野町4丁目の自転

車専用通行帯に関して、路上駐車の

対策を今後どのように強化していく

のか。大型車のドライバーにとって

は、自転車レーンを走る自転車の横

を走行するのは怖い道幅だったよう

に思う。

自転車⁺と車が共存できる通行空間の確保のための施策として

「違法駐車車両に対する取り締まり等の対策実施」を掲げて

いる。警視庁と連携しながら啓発を行っていくべきところだ

と思っている。荷さばきスペースはある程度幅員があるとこ

ろに設ける。矢羽根を設置するところは幅員があまりない。

できるところに設置していくが、区道は幅員狭いところがほ

ぼすべてで、駐車車両の空間を設けるというのは難しいとこ

ろが多い。

【本編】

p.49

2

ラバーポールを設置したのは、歩行

者に対してなのか、ドライバーに対

しての注意喚起のためなのか。車体

の高い車だと反射板がついていても

ラバーポールが見えないこともある

ので、ドライバーに意識してもらう

ためには、自転車レーンもライトが

施工前は駐車車両が常態化してしまっており駐車の抑制とい

う形で設置した。ラバーポール自体に反射板を設置している

だけでなく、ガラスビーズ（反射材料）も含めて施工してお

りライトを当てるとキラキラして見えやすくなる。ガイドラ

インにも視認性を高めるように施工するという記載があり、

区としてブルーレーン・矢羽根についても視認性の高いもの

を使っていく予定でいる。

【本編】

p.147

3

板橋区道第1451号線に島式の二段

階の横断施設作っているが、それぞ

れ片側1車線でそこまで全体の幅員

が⾧くないように思う。ここに設置

した理由はなぜか。

ブルーレーンを設置するために一車線化しているが、もとも

と2車線の路線だったところであり、かなり広い距離を一度に

渡らなければならなかった。交通島を設けることで1回にわた

る距離が分割しているようなイメージとなる。

【本編】

p.51

4

整備延⾧計画の自転車道毎年100

メートルというのはどこか特定の区

間があって100メートルずつだんだ

ん伸ばしていくのか、どのような整

備順序となるのか。自転車道整備を

計画通り進めるためには具体的な場

所などの調整を始めている必要があ

る。具体的に自転車道整備候補区間

の内、どこが矢羽根でどこが専用通

行帯でといった区別をつけていく必

要がある。

道路補修のタイミングに合わせて施工といったことも踏まえ

て考えなければいけないところで、具体的には現状決めきれ

ていない。そのため全体に必要な整備量を機械的に割った数

字を出しているが、実際はある程度まとまった距離を施工す

る。自転車ネットワーク路線のうちどこをどの形態で整備す

るかについては計画書に示している。志村3丁目の南側・高島

平駅の南側の2路線は、現状ある自転車歩行者道の空間再編を

行う必要があり整備に対する課題が大きいが、検討を進めて

いく。

【本編】

p.112～113

二車線を一車線にして整備をできるところは区内では限られ

ている。整備形態を選定する段階である程度の幅員がある路

線を抽出している。今後そのような路線が出てくる場合は交

通量、警視庁との安全に関する話を加味して自動車の通行の

面も踏まえ、検討していくことになる。

整備路線を最終的に決めるに先立って、車線が最低2車線ある

などの基準で絞り込んでいるので、車線が1車線しかないとこ

ろに自転車道を無理につくるといった懸念事項は、計画の初

めからスクリーニングされている。ただし、車の流れも変

わったりする可能性もあるので、動向を見据えながら計画を

修正する場面も出てくるかもしれない。

6

小学生の自転車交通安全教室が区内

の半数程度しか実施していないの

は、学校側が実施したくないのか、

知らないのか、どちらなのか。

交通安全教室の実施件数として把握しているのは、自転車免

許証の発行業務を行った学校の件数になる。人工芝で実施が

できない、個人情報の関係で免許証はいらない、といった学

校に関しては、区を挟まず警察で行うケースもあるので、実

際はもっと多くの学校で交通安全教室は実施している。警察

で直接受けている学校数に関しては情報を入手していない。

【本編】

p.80

【本編】

p.108～111

「第２回 自転車⁺（プラス）活用推進協議会」で出されたご意見の概要と回答、対応方針

二車線あった場所を一車線に変更し

て自転車道整備を行うと、渋滞のリ

スクがどこまであるのか。

5
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「第２回 自転車⁺（プラス）活用推進協議会」で出されたご意見の概要と回答、対応方針

7

啓発活動で個別の小学校・地区ごと

に内容をカスタマイズして教えてい

るのか。危険な現場に警察が掲示を

出しているのを見たこともあるよう

に思うが、どのようになっている

か。

通学路に関しては教育委員会が担当しており、毎年各小学校

で学校、ＰＴＡ、道路管理者、交通管理者が共同して通学路

の安全点検を実施している。実際に通学路を歩き、子供目線

でブラインドがある、交差点が渡りにくい、街路樹が繁茂し

ていて見にくいところがある、といったような指摘をいただ

く。それらを各学校から上げてもらい道路管理者、交通管理

者それぞれの立場で対応できる部分について対応していく。

またそういった指摘を踏まえ、学校の近隣の交差点改良を

行ったというような事例も過去にはある。

ー

自転車がどの程度使われているのかという指標となる数字

が、パーソントリップ調査しかなかったため使用している。

シェアサイクルやその他の連動型コミュニティがどれだけ普

及してきたかも注視し、使えるデータがあれば使用していけ

ればと考えている。ただしシェアサイクルの利用率がそのま

ま一般的な自転車の利用率に直結するわけではないので、ア

ンバランスにならない抽出を研究をしていく必要がある。

分担率をフォローアップ指標の中に、文京区は入れていない

が、大田区は入れている。ベースのパーソントリップ調査が

サンプリング調査のためぶれが大きく数パーセントはすぐ

ひっくり返る。そういった指標だと割り切りそこで一喜一憂

しせず軽めで見てやっていくところから進めていくのがいい

と思う。

自転車道が整備されていく中で、10年間何も測れないのかと

いう違和感もあるので、定点観測でもいいので整備した場所

の1日当たりの利用台数等の交通量調査などと組み合わせてや

るといったことは考えていいと思う。目標値は設定しづらい

が、整備した高島平で来年度ぐらい測ってベースとなる初期

値を定める等をしてもいいのかと思う。

9

自動車の分担率が下がり、公共交通

の分担率が上がっているのはなぜ

か。自転車の目標をたてるにあた

り、他の交通手段の傾向が参考にな

る可能性もある。

公共交通機関が増えた理由としては、若年層が運転免許を取

得しない傾向の強まりといった社会情勢的な部分、環境意識

の高まりによる鉄道への乗り換えてといった推測はあるが、

情報としては準備できていない。

【本編】

p.11

10

駐輪場を使わず放置していく根本的

な原因は何か。シェアサイクルを利

用する利点はなにか。シェアサイク

ルを利用してもらうための利点とし

て、駐輪場の割引や無料になると

いった事業をやってはどうか。

区の駐輪場は基本的には駅周辺を整備、駅前等に自転車を放

置されることを防止することを目的にしており、気軽に駐輪

場使ってもらえる方策を考えていく必要がある。そのための

取り組みとして、当日利用はとめてから2時間は無料で駐輪、

2時間を超えた場合は24時間100円という形で対応している。

またどこの駐輪場が空いてるのかスマホで空き状況が確認で

きるサービスや、キャッシュレス決済サービスも提供するこ

とで、より使いやすく利用をしようという意欲が湧くような

方向に向けていっている。

シェアサイクル利用の一番の利点は、片道で利用できるとい

うこと、乗り捨てができるというところにある。

【本編】

p.57

事故が多い、顕在化してるということは何かしらの対応が必

要になってくる。そのためには何が原因なのかを調べなけれ

ばいけない。

自転車関与の事故が増えている中で

自転車分担率を増やすという相反す

る状況だが、シェアサイクル含めた

8
【本編】

p.124～125

分担率は、データがパーソントリッ

プ調査で10年に1回しか進捗が管理

できない、また相対的な関係でもあ

るので自転車以外の状況も影響す

る。分担率はフォローアップ指標の

中で必要なのか。ほかの区でも採用

しているのか。

2
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自転車分担率をふやしたら、事故数も増えるというところを

どう評価すればいいのかは難しい課題ではある。単純に数字

を見るだけではなくて中身を分解して見る必要がある。実務

的に難しい部分もあるかと思うが、安全面と利用促進という

のをどうやって両立するかという一つのアイディアとして、

このご意見を踏まえて一緒に検討させていただければと思

う。

12

机上のデータのみとなっているた

め、PTAなどにアンケートをとり、

現場の人の考えることを大事にする

必要がある。

令和3年の自転車活用推進計画を策定する際は、計画の配信・

イベントとセットで、区役所北館1階のスペースを使い自転車

利用に関するアンケートをとった。そのようにどこかの啓発

イベントに付随して、広くアンケートをとるような手法もあ

る。

ー

自転車保険の普及で顕在化される事

故が多いのではないか。本当に自転

車事故が増えてるのか、もともと

あった事故が顕在化したのかをはっ

きりさせていく必要がある。生命保

険の適用を調べることができれば、

今まで自転車保険は適用されなかっ

11 ー
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